
 
郵送による転出届 

津南町長 宛て 
  令和    年    月    日 記入 

①転出日 令和    年    月    日 （新しい住所に住み始めた日） 

※記入した年月日が住民票に記載されます。必ず年月日まで記入してください。 

※１か月以上経過した転出の場合は、お電話等で届出の内容を確認します。 

※未来の転出予定日では受付できません。 

※転出証明書が届かないことがありますので、事前に郵便局に転居届の手続きをお願いします。 

②届出人 

新住所（これから住民登録する新住所地を記入。※転出証明書送付先） 新世帯主氏名 
都道府県名から記入してください。  □届出人と同じ 

□その他   

 （             ） 
           （自署する場合は押印省略可） 転出者と届出人の関係 

氏名
よみかた

                              印  □本人 
※本人以外は原則届出できません 

 
連絡先 (平日 8:30～17:00)  ※必ず記入してください。 

 （ 携帯 ・ 自宅 ）  電話          ―       ― 

③津南町

での登録

情報 

旧住所                         旧世帯主氏名 

津南町大字                      □届出人と同じ 

 □（                 ） 

④異動の理由（〇で囲む） 職業    住宅    学業    家族    婚姻等    その他 

⑤

転

出

し

た

人 

 氏名 生年月日 性別 

１ 

(よみかた) 
大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令 ・ 西暦 

  年    月     日 
 男 ・ 女 

 

 

２ 

(よみかた) 
大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令 ・ 西暦 

        年    月     日 
 男 ・ 女 

 

３ 

(よみかた) 
大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令 ・ 西暦 

         年    月     日 
 男 ・ 女  

４ 

(よみかた) 
大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令 ・ 西暦 

         年    月     日 
男 ・ 女  

５ 

(よみかた) 
大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令 ・ 西暦 

         年    月     日 
男 ・ 女  

⑥特例転出入を希望する場合 カードの種類を選択 ※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
保持者は転出日から１４日以内に転入手続きが
必要です。この期間を過ぎるとカードは失効し使
用できなくなる場合があります。 
※左記カード保持者は転入の際にカードの提示と
暗証番号の入力が必要になります。 

のみ記入してください。 

※右記カードを利用した転出入 

（カードの写しを添付してください） 

□マイナンバーカード 

□住民基本台帳カード 

送付内容確認欄（封入前にご確認ください） 送付先  〒９４９－８２９２ 

□郵送による転出届（①～⑤をすべて記入） 

□本人確認書類のコピー（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等） 

□返信用封筒（切手を貼って新住所を書いたもの。特例転出の場合は不要） 

新潟県中魚沼郡津南町 
大字下船渡戊５８５番地 
津南町役場  
税務町民課 町民班 

（電話：０２５―７６５―３１１３） 
  

事務処理欄        

※処理日 

□住所（相違・未記入） □送付先 

□転出日超過  □本人確認 

□返信用封筒 



 
郵送による転出届 

津南町長 宛て 
  令和 ◎◎  年 ８ 月 ８ 日 記入 

①転出日 令和 ◎◎ 年 ８  月  ７ 日 （新しい住所に住み始めた日） 

※記入した年月日が住民票に記載されます。必ず年月日まで記入してください。 

※１か月以上経過した転出の場合は、お電話等で届出の内容を確認します。 

※未来の転出予定日では受付できません。 

※転出証明書が届かないことがありますので、事前に郵便局に転居届の手続きをお願いします。 

②届出人 

新住所（これから住民登録する新住所地を記入。※転出証明書送付先） 新世帯主氏名 
都道府県名から記入してください。 
 

東京都はにほへ区８０００丁目８番地  といろはアパート １号室 

□届出人と同じ 

☑その他   

 （  津南 段太     ） 
           （自署する場合は押印省略可） 転出者と届出人の関係 

氏名
よみかた

    津南
つ な ん

 壱郎
いちろう

              印  ☑本人 
※本人以外は原則届出できません 

 
連絡先 (平日 8:30～17:00)  ※必ず記入してください。 

 （ 携帯 ・ 自宅 ）  電話    ８８８ ― ８８８８  ― ８８８８ 

③津南町

での登録

情報 

旧住所                         旧世帯主氏名 

津南町大字   

    下船渡戊５８５       

 □届出人と同じ 

 ☑（    津南 丘太      ） 

④異動の理由（〇で囲む） 職業    住宅    学業    家族    婚姻等    その他 

⑤

転

出

し

た

人 

 氏名 生年月日 性別 

１ 

(よみかた) つなん いちろう 
大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令 ・ 西暦 

 ◎年   １月    １日 
 男 ・ 女  

   津南 壱郎 

２ 

(よみかた) つなん いちこ 
大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令 ・ 西暦 

       ◎年   ２月    ２日 
 男 ・ 女 

     津南 壱子 

３ 

(よみかた) 
大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令 ・ 西暦 

         年    月     日 
 男 ・ 女  

４ 

(よみかた) 
大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令 ・ 西暦 

         年    月     日 
男 ・ 女  

５ 

(よみかた) 
大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令 ・ 西暦 

         年    月     日 
男 ・ 女  

⑥特例転出入を希望する場合 カードの種類を選択 ※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
保持者は転出日から１４日以内に転入手続きが
必要です。この期間を過ぎるとカードは失効し使
用できなくなる場合があります。 
※左記カード保持者は転入の際にカードの提示と
暗証番号の入力が必要になります。 

のみ記入してください。 

※右記カードを利用した転出入 

（カードの写しを添付してください） 

□マイナンバーカード 

□住民基本台帳カード 

送付内容確認欄（封入前にご確認ください） 送付先  〒９４９－８２９２ 

☑郵送による転出届（①～⑤をすべて記入） 

☑本人確認書類のコピー（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等） 

☑返信用封筒（切手を貼って新住所を書いたもの。特例転出の場合は不要） 

新潟県中魚沼郡津南町 
大字下船渡戊５８５番地 
津南町役場  
税務町民課 町民班 

（電話：025―７６５―３１１３） 
 

事務処理欄        

※処理日 

□住所（相違・未記入） □送付先 

□転出日超過  □本人確認 

□返信用封筒 

記入例 



郵送による転出届における注意事項 

 

≪必要な書類および注意点≫ 

 

①郵送による転出届 

・住所や氏名など必要事項を記入してください。 

・本申請書でなくても、他の市区町村の申請書や便せん等での申請も可能です。 

 

②本人確認書類 

・運転免許証や個人番号カード等、顔写真付きの証明書であれば 1点、保険証や受給者証等、

顔写真付きでない証明書であれば 2点の現在有効な身分証明書のコピーを添付してください。 

 

③返信用封筒（個人番号カードに転出情報を入れる場合は不要です） 

・請求される方の転出先住所と氏名を記入し、切手を貼ってください。 

※速達をご希望される場合は、封筒に赤字で速達と記入し、速達分の切手も貼ってください。 

 

以上①～③の書類を同封し、下記の請求先までお送りください。 

ご不明な点等ございましたら、下記の問い合わせ先までご連絡ください。 

 

◆請求先 
 

〒９４９－８２９２ 

新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊５８５番地 

津南町役場 税務町民課 町民班 

問い合わせ先 ☎ ０２５－７６５－３１１３ 


